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第２章 人権施策の推進方向 

 

１，人権啓発の推進 

（１）住民への人権啓発 

住民一人ひとりが人権を尊重することの重要性を認識するとともに、自分の身近な

問題として捉え直し、他者の多様な価値観や考え方を受け止め、考え話し合って問題

を解決する技能を培い、これを日常の態度として身に付けることができるよう、多様

な学習機会の提供や効果的な手法などによる啓発活動を推進します。 

本町はこれまで、同和問題をはじめさまざまな人権問題に関して、広報紙や冊子、

情報誌、ポスター等を使った啓発のほか、「人権を確かめあう日」や「差別をなくす強

調月間」、「人権週間」等の機会を捉え、講演会、研修会、街頭啓発、パネル展などの

啓発活動を実施してきました。 

さまざまな啓発活動によって住民の人権尊重の意識は一定高まってきていますが、

その反面、「人権は難しい」「自分とは関係ない」という意識をもっている人も少なく

ありません。２００９（平成２０）年に実施した「吉野郡住民意識調査」でも「人権

侵害は自分とは関係ない」という回答が１０％もあり、また、「人権侵害はあっても仕

方がない」と答えた人も１０％になっています。 

このことを踏まえ、今後の人権啓発にあたっては身近な課題を取り上げるなど、人

権問題への住民の興味や関心を喚起し、住民にとって、人権の尊重が自分の幸福や自

己実現と深くかかわる課題となり、人権課題の解決に向けた実際の行動が日常生活に

根付いたものとなるよう、内容を充実させつつも継続的に実施する必要があります。 

ア，学習機会の提供 

現代の人権課題は、同和問題、女性や子ども、高齢者、障がい者、外国人のほか 

ＨｌＶ感染者やハンセン病患者・元患者の人権、労働者の人権、犯罪被害者の人権、

個人情報の保護など多岐にわたっており、住民の希望する学習内容はさまざまです。 

これらの学習ニーズに応え、住民自らが自発的に参加できるようさまざまな学習機 

会の提供に努めるとともに、音楽や演劇、映画等を活用するなど、画一的な内容や方

法にとらわれることなく啓発活動を進めていきます。 

また、人権啓発活動は地域社会、学校、職場などで多くの人々や関係機関・団体に 

よっても取り組まれてきました。今後も学校・保育所（園）、幼稚園、家庭、地域社会

において住民の自発的な人権学習が行われるよう学校教育施設、公民館、図書館等の

公共施設と連携を図り、住民にとって身近な地域で気軽に学習に取り組むことができ

るための学習の機会を広めます。 

イ，多様な啓発媒体の活用と啓発機会の拡大 

より多くの住民に人権に関する情報を提供し、人権尊重の重要性を伝えるためには 

多様な啓発媒体の活用と啓発機会の拡大を図ることが必要です。 

現在の啓発媒体としては広報おおよどをはじめ、町のホームページやポスター、冊 

子、リーフレット、掲示板等があり、これらを利用した効果的な啓発に努めるととも

に、あらかしテレビ放送等のメディアを積極的に活用していきます。なお、インター
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ネットについては、高齢者や障がい者、また外国人も含め、だれもが分かりやすく使

いやすいホームページを目指し、Ｗｅｂアクセシビリティ（情報がきちんと伝わり、

機能やサービスが利用できること）の向上に努めます。 

また、「人権を確かめあう日」や「差別をなくす強調月間」、「人権週間」のほか、 

学校行事や町の各種イベントなど多くの啓発機会を捉え、幅広く情報提供と啓発活動

を進めます。 

ウ，関係機関・団体等との連携 

人権啓発を進めるにあたっては、法務局や県、他市町村との連携が大切であり、協 

力体制を一層充実することが必要です。また、人権擁護委員や大淀町人権のまちづく

り運動推進協議会、ＮＰＯ、ボランティアなどの民間団体、企業とも連携し人権啓発

に必要な情報交換を行うとともに、啓発活動の強化を図ります。 

 

（２）企業への人権啓発 

 企業が社会的責任を自覚し、就職の機会均等を保障した公正な採用と社会の構成員

として人権に配慮した対応が図られるよう一層啓発に努めます。 

企業は、地域社会の文化や生活に大きな影響力をもっており、さまざまな社会的貢

献とともに自らの企業活動に対して人権上の配慮を行う社会的責任が求められていま

す。また、企業で働く人々も地域社会の一員であることから、企業とそこに働く人々

は差別のない職場づくりと人権を大切にした住みよい社会づくりに努め、地域社会と

共存共栄することを大切にしなければなりません。 

本町では、企業における人権問題について正しい理解と認識を深めるため、大淀町

企業内人権教育推進協議会が設置され、あらゆる人権問題の解決を目指し、企業内啓

発や就職の機会均等を図るための研修や研修教材の提供などの取り組みが行われてい

ます。今後も企業内の人権啓発・教育の取り組みへのさらなる支援が求められていま

す。 

ア，企業及び企業主等への啓発 

すべての人々の就職の機会均等が確保されるよう企業に対して啓発を行います。 

特に、差別や人権侵害等の解決を図り、就職の機会均等、雇用の安定を進めるため

には、従業員の採用・選考に最も影響力をもつ企業主等が人権問題について正しく認

識・理解することが極めて重要であることから、企業主等への啓発にも努めます。 

イ，企業内人権研修への支援 

さまざまな人権問題についての正しい理解と認識を深めるため、企業内研修推進の

支援に努めます。さらに、研修を実施しやすいように内容や方法についての情報提供

や講師の紹介、教材としての啓発パンフレット・リーフレットの配布、啓発用ビデオ

の貸し出しなどの支援に努めます。 

ウ，関係機関団体との連携 

大淀町企業内人権教育推進協議会、大淀町商工会議所等の関係機関団体と連携を図

り、企業内における人権研修の取り組みを促すとともに、講演会への参加やポスター

等による広報、差別事象防止対策への参画等、町の啓発事業への協力を要請します。 
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２，人権教育の推進 

生涯学習の視点に立って、それぞれの住民の生活環境に応じた学校教育と社会教育と

の相互連携を図り推進します。 

（１）学校教育 

日本国憲法、教育基本法、国際人権規約及び児童の権利に関する条約等の精神にの

っとり、子どもをめぐるすべての教育活動を通して人権尊重の意識を高める教育を推

進します。 

また、２００３（平成１５）年に奈良県教育委員会が策定した「人権教育推進プラ

ン」の基本的視点に沿って、具体的な取り組みを進めます。 

今日、子どもを取り巻く社会状況は大きく変化し、子どもの問題行動の一因として

社会性の欠如や自立の遅れを指摘する意見が提起される一方、いじめや家庭における

児童虐待など、子どもの人権を侵害する事象も発生しています。また、不登校や高校

中途退学者の問題など、教育保障の観点から取り組まなければならない課題も存在し

ています。 

こうした状況から、学校教育においては、これまでの同和教育の成果を生かしなが

ら、一人ひとりの子どもが人権の意義や内容、重要性について理解するとともに「自

分の大切さとともに他の人の大切さを認めること」が、日常生活のさまざまな場面や

状況下で具体的な態度や行動として現れるようにしていくことが求められています。 

そのためには、学校教育活動全体のなかで自らの大切さや他の人の大切さを子ども

自身が感じ取ることができるようにしなければなりません。 

また、家庭・地域・社会のあらゆる場においても、同様に人権を大切にする意識を

培う取り組みが必要です。 

ア，学校教育活動全体を通じた人権教育の推進 

人権教育は、他の人と協調し、思いあう心や感動する心などの豊かな人間性を育む 

ことが重要であり、学校教育におけるすべての教育活動を通して推進されなければな

りません。 

そのため、子どもたちが安心して楽しく学ぶことができる環境づくりに努め、人権 

についての学習を充実させるとともに、各教科等においても人権を尊重する人間の育

成に向けた取り組みを積極的に進めます。また、子どもたちが自他の人権についての

理解を深め、主体的に考え論議し、行動につなぐことができるよう生活の場をテーマ

とした参加や体験を重視した学習を取り入れるなど、指導方法の改善・充実に努めま

す。 

また、不登校の子どもへの積極的な支援を行うため、スクールカウンセラーの活用 

や教育相談・適応指導教室等の充実に努めます。 

イ，学びの習慣化と基礎学力の充実 

「教育を受けること自体が人権」という認識のもと、学習権の保障につながる基礎 

学力を充実し、すべての子どもたちに学ぶ楽しさと意義を感得させ、意欲を喚起し、

学ぶ習慣を身につけさせるとともに、基礎的・基本的な内容の確実な定着を図るため、

一人ひとりの実態に応じたきめ細かな指導に努めます。 
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ウ，実践的研究の推進と学習資料の充実 

学校・幼稚園で、地域や子どもたちの実態に即した取り組みが進められるよう推進 

体制や実践的研究等について情報収集や調査研究を行い、人権教育指導資料充実に努

めます。 

工，指導体制の充実 

学校・幼稚園で人権教育に取り組む際には、人権に関わる概念や人権教育が目指す 

ものについて明確にし、教職員がこれを十分に理解し、組織的・計画的に進めること

が肝要です。 

また、人権教育を豊かに展開するためには、すべての教職員が確かな人権意識・感 

覚をもち、それぞれの力量を生かしながら積極的に取り組むことが必要です。 

その指導体制充実のため、教職員の資質向上を図るための研修を行うなどの取組み 

を進めます。 

オ，学校・家庭・地域が一体となった人権教育の推進 

人権尊重の精神や態度は、幼いころの家庭教育に始まり、保育所（園）・幼稚園、 

さらには小学校から中学校にかけての教育、地域社会とのかかわりの中で養われます。     

そのため、より社会性や豊かな人間性を育むために、保・幼・小・中学校間におけ 

る連携を一層充実し、交流活動を活性化させます。 

地域に開かれた学校・幼稚園づくりを充実発展させるため、地域との連携を深め、 

子どもたちがさまざまな人たちから見守られ共に活動していく機会を増やしていくよ

う努めます。 

さらに、地域でのボランティア活動や職業体験活動、自然体験、芸術文化体験、高 

齢者や障がい者等との積極的な交流等、多様な体験活動の機会の充実を図り、子ども

たちが主体的・意欲的に人権について学習し、行動する力を身につけることができる

よう、これまで以上に地域の関係団体や関係機関との連携を密にし、学校、家庭、地

域社会が一体となった人権教育の推進に努めます。 

 

（２）社会教育 

すべての人々の人権が真に尊重され、だれもが自己実現を図り、夢をもって生き生

きと生活できる人権尊重のまちづくりを目指します。 

家庭、学校、地域は、人と人との出会いを通し、より良い生き方を学ぶ大切な教育

の場であるとともに、学んだことを実践する場でもあります。 

本町においては、これまでの人権教育・啓発活動により、一人ひとりの人権意識を

高め、人権を大切にする社会づくりへとつなげ一定の成果をみてきました。しかし、

依然としてさまざまな人権問題が存在し、近年の社会の変化のなかで新たな人権の課

題も発生しています。 

一人ひとりの人権が尊重され、住民が安心して楽しく暮らし、互いに支え合うこと

のできる豊かな人間関係が存在する地域コミュニティーの創造のためには、他の人の

立場に立って考えられる想像力や共感的に理解する力、考えや気持ちを適切かつ豊か

に表現し合い、分かり合うためのコミュニケーション能力を培うことの重要性を、一
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人ひとりの住民が自覚し実践していくことが大切です。 

また今日、社会がグロ一バル化する中で、多様な文化をもった人々との共生や一人

ひとりの個性や違いを認め尊重する主体的な取り組みが求められています。 

未来の担い手としての子どもたちに関する取り組みについては、家庭教育の充実を

目指したこれまでのさまざまな取り組みにより住民の関心も徐々に高まってきました

が、まだ十分とは言えない状況にあります。また、核家族化や少子化等、家庭を取り

巻く環境が大きく変化し、家族のふれ合いが希薄になっていると言われています。そ

のなかで、児童虐待をはじめ子どもの人権を取り巻く状況には依然として厳しいもの

があり、生命の尊さを大切にする心や人権を尊重する主体的な力を育んでいくことが

重要な課題になっています。そのため、家庭・学校・地域がより連携を図りながら、

子育て支援を展開する必要があります。 

また、地域の実情を踏まえた人権教育を推進するため、地域社会におけるさまざま

な機会を活用し、地域の生活課題と人権問題を効果的に結びつけながら、体系的・計

画的に多様な手法を整えて学習を進める必要があります。そのためには総合センター

や公民館などの社会教育施設等を拠点として、行政はもとより社会教育関係団体やＮ

ＰＯ等との広範な人権教育推進のネットワーク化を進めることも必要です。 

ア，家庭教育の充実 

人間形成の基礎を育む上で重要な役割を果たし、すべての教育の出発点である家庭 

教育の充実のため、家庭教育支援を教育行政の重点課題の一つとして施策の深化を図

ります。 

イ，人権教育推進のための指導者の育成 

身近な人権侵害に気づき、その解決に向けて住民とともに歩むことができるリーダ 

ーの確保と養成のために人権教育研修会を実施していますが、さらに内容に工夫を凝

らし、町内外の各関係機関・団体等が実施する講座や研修会とも連携しながら事業の

充実に努めます。 

ウ，主体的で多様な学習機会の提供 

住民の「人権について学びたい」というニーズに応えるため、身近なところで学習 

できる場や機会を設ける必要があります。そのため、公民館やコミュニティセンター、

総合センター等の施設においてさまざまな学習を展開するとともに、学習機会の情報

や視聴覚教材貸出情報、効果的な学習方法、指導者の紹介などについての情報提供を

行い、住民が主体的に学べるように努めます。また、自治会や人権のまちづくり運動

推進協議会、各種団体等の自主事業等の機会を通じ、多様な人権教育学習を実施する

とともに、広く住民が人権について学び、参加できる機会の保障に努めます。 

工，効果的な教材の開発と活用 

対象者の年齢や意識等に配慮し、住民に親しみやすいテーマを取り上げ、分かりや 

すい表現を用いたりするなど、効果的な教材の開発と整備に努めます。 

また、具体的な人権学習の内容の充実を図り、日常生活での実体験や地域活動、各 

種団体の活動成果等を題材に、地域の生活課題を踏まえた学習プログラムを設定し、

「人権パンフレット」等の大淀町独自の教材の作成と活用に努めます。 
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さらにロ一ルプレイやシミュレーション等の参加体験型学習を、より積極的にとり 

入れるとともに、現地学習をはじめ絵画、音楽、演劇、映画等の芸術面や、環境ボラ

ンティア、新聞やメディア等の多様な視点から人権を学ぶ手法を創造し、県や他市町

村、関係機関・団体等が作成・開発した教材との有効な活用を図ります。 

オ，地域が一体となった人権教育の推進 

人権教育の視点に立った、人と人、人と集団、集団と集団のさまざまな出会いと交 

流の場を設け、豊かな人間関係の構築に努めます。 

また、大淀町人権のまちづくり運動推進協議会等の研究団体、町内に組織されてい 

る人権教育に関わる関係機関・団体やＮＰＯ等の民間団体との連携により、地域ぐる

みで人権教育を推進することができるよう、その支援に努めます。さらに、県や他市

町村、民間の社会教育施設、生涯学習施設、社会福祉施設等との連携を進め、地域が

一体となった人権教育を推進する機能が充実されるよう努めます。 

 

３，相談・支援の充実 

だれもが気軽に利用でき、人権に関するさまざまな問題に直面したときに一人で悩む

ことのないよう相談窓口やその活動内容に関する広報活動を充実するとともに、当事者

の立場に立った相談・支援に関する施策の推進に努めます。 

現在、本町では人権に関わる各種の相談窓口を設けていますが、相談窓口が十分周知

されていないことや、最初から相談してもどうにもならないと思っている人が少なくな

いこともそうした要因の一つと考えられます。そのため、さまざまな手法で広報活動を

行うことと同時に、当事者の立場に立ったきめ細かな対応ができるよう相談体制を充実

する必要があります。 

さらに、近年の社会情勢の変化に伴い、相談内容はさまざまな要因が絡みあって複雑

になるとともに、新たな人権問題も生じており、今後は総合的な相談・支援が重要にな

ってくると考えられます。 

ア，相談窓口の整備と情報提供 

だれもがいつでも気軽に安心して利用できるよう、面談、郵送、電話、ファック

ス、ｅメール等、さまざまな形態による対応の整備に努めます。 

また、さまざまな広報媒体を活用して、より一層積極的に相談窓口及びその活動

内容等の広報に努めます。 

イ，相談窓口の連携 

複雑・多様化する相談に迅速かつ総合的に対応するため、相談窓口相互の連携を

図るとともに相談マニュアルの整備に努めます。また、各相談機関で相談活動を通

して把握した課題等を集約し、今後の相談業務や人権意識確立に向けた啓発活動へ

の活用に努めます。 

ウ，相談員等の資質の向上 

人権問題等に対して的確に対応できるよう相談員等に対する研修の実施や、各種

研修会への参加の促進など、資質の向上に努めます。 

工，関係機関との連携 
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相談内容に応じた的確な相談・支援を行うため、全庁的な連携はもちろんのこと、

国、県及び関係機関との連携に努めます。特に、人権侵害事件に関する救済等を所掌

する法務局や最近深刻な問題となっているドメスティック・バイオレンス（ＤＶ）、児

童虐待の被害に関しては、県女性センター・こども家庭相談センターとの連携のもと

迅速・的確な対応に努めます。 

 

４，住民の主体的な取り組みへの支援 

（１）住民グループや個人の主体的な活動への支援 

人権尊重の社会、「人権のまち」を築くためには、住民どうしが互いの人権を尊重し

あうことと同時に、住民一人ひとりが、人権課題に向き合い、課題の克服に向けた行

動を起こすことが求められます。町においては、こうした住民グループや個人の「人

権のまち」をめざす活動を支援します。 

 

（２）ボランティア活動への支援 

ボランティア活動は、社会福祉活動の分野のみならず保健・医療、教育、文化、ス

ポーツ、地域振興、環境保全、国際交流・協力、人権擁護等さまざまな分野にわたり

子どもから高齢者までの幅広い世代の人々が参加するようになってきています。 

これらの活動の多くは、現代社会がかかえる諸問題に対して自発的に行われており、

人権の尊重と大きなかかわりをもっています。 

本町では、ボランティアの登録及び紹介をはじめ、育成やボランティア活動の支援

などを行っており、今後も住民の幅広いボランティア活動への参加を促進するため、

社会福祉協議会と連携した活動を中心に情報や活動の場の提供、ボランティアリーダ

ーの育成など、ボランティア活動の充実・活性化に努めます。 

 

５，町職員等の研修 

町職員及び外郭団体職員等に対して、人権問題についての正しい理解と認識を培い、

人権啓発に取り組むための知識と技量を習得するための研修を積極的に推進します。 

町職員は公務員としての責務と使命を自覚し、それぞれの分野において人権尊重の精

神に立った行政施策の推進を図ることが必要です。 

このことから本町においては、すべての職員を対象に人権問題研修を実施するととも

に、リーダー養成として人権教育講座や人権教育リーダー研修への参加等を通して人権

問題学習を進めています。 

今後も、それぞれの職務に応じたきめの細かい人権感覚で行政を推進するため、より

一層研修内容や方法に工夫を加え、人権研修の充実を図ることが必要です。 

さらに、外郭団体や町政の推進にかかわりの深い住民や団体の職員等についても、職

員と同様に人権意識の高揚を図っていく必要があります。 

ア，町職員に対する研修 

職員一人ひとりが、人権問題を自らの課題として捉え行動するとともに、日常の

業務や行政施策を通じて人権尊重の取り組みにあたれるよう経験年数別研修、指導
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者養成研修及び職場研修の充実を図ります。また、住民啓発のリーダーとなりうる

力量を培うため、職場研修用資料作成にも努めます。 

イ，町政の推進にかかわりの深い住民や団体等に対する研修 

福祉関係者をはじめ町政の推進にかかわりの深い住民や団体等に対し、さまざまな

人権問題についての研修を積極的に実施するよう促します。 

ウ，教職員・保育士等に対する研修 

教職員・保育士等が、人権に対する感性を磨き人権教育を推進するため、教職員・

保育士等の研修を奨励するとともに系統的な研修の実施に努めます。 

 

６，関係機関・団体との連携・協働 

  人権啓発・教育や相談活動、人権のまちづくりを進めるにあたっては、国、県はもと 

より関係機関との連携をはかります。さらに住民や企業、ＮＰＯ等各種団体との協働の 

推進に努めます。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


